
船舶インシデント調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（電源喪失） 

発生日時 令和３年２月１３日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 福島県相馬市相馬港南南東方沖 

 鵜ノ尾埼灯台から真方位１５２°１５.４海里付近 

 （概位 北緯３７°３５.８′ 東経１４１°０８.３′） 

インシデントの概要  油タンカー第二金
きん

洋
よう

丸は、航行中、発電機の運転ができなくなり、

電源が喪失して運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年３月１８日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

油タンカー 第二金洋丸、３,５６６トン 

 １４１３００、金力汽船株式会社及び鉄道建設・運輸施設整備支援

機構（船舶所有者）、鶴見サンマリン株式会社（運航者） 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力２,９４２kＷ、回転数

毎分７５０、６気筒、ボア３２０mm、使用燃料Ａ重油及びＣ重油、

平成２２年２月機関製造、平成２２年６月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、四級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１１人が乗り組み、山口県岩国港に向

けて宮城県仙台塩釜港を出港した。 

 本船は、航行中、２号発電機原動機（以下「２号発電機」とい

う。）が高電圧を検知した際、１番目のスタンバイ機である３号発電

機原動機（以下「３号発電機」という。）が起動するも、３号発電機

用低温冷却清水ポンプ（以下「３号清水ポンプ」という。）の制御回

路の起動タイマー（以下「起動タイマー」という。）が作動しなかっ

たので、３号清水ポンプが起動せず、気中遮断器（以下「ＡＣＢ」と

いう。）が投入されなかった。 

本船は、２番目のスタンバイ機である１号発電機原動機（以下「１

号発電機」という。）が起動したが、同様に１号発電機用低温冷却清

水ポンプ（以下「１号清水ポンプ」という。）起動タイマーが作動し

なかったので、１号清水ポンプも起動せず、ＡＣＢが投入されず、電

源が喪失して運航不能となった。 

 本船は、船舶所有者が手配したタグボートにより、相馬港にえい
．．

航



されて着岸後、メーカー代理店により点検を行った結果、２号発電機

電圧調整器（以下「ＶＲ」という。）の内部抵抗の経年劣化並びに１

号及び３号発電機の各清水ポンプ起動タイマーの作動不良が認められ

た。 

 機関長は、１時間に１回は、発電機遠隔制御盤主配電盤において表

示される電圧の異状の有無を確認していたものの、これまで入港した

港において定期的に発電機原動機を無負荷状態とし、電圧調整を行っ

ていなかった。 

分析 本船は、航行中、これまで入港した港において定期的に発電機原動

機を無負荷状態とし、電圧調整が行われていなかったところ、２号発

電機が高電圧を検知した際、バックアップ機であった３号及び１号発

電機が順次起動したが、各清水ポンプ起動タイマーの作動不良によ

り、同清水ポンプが起動しなかったことから、ＡＣＢが投入されず、

電源が喪失して運航不能となったものと考えられる。 

２号発電機ＶＲは、運転中、ＶＲの内部抵抗の経年劣化により電圧

調整ができなくなったものと考えられる。 

１号及び３号発電機の各清水ポンプ起動タイマーは、運転中、経年

劣化により、作動不良となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、航行中、これまで入港した港において

定期的に発電機原動機を無負荷状態とし、電圧調整が行われていなかっ

たところ、２号発電機が高電圧を検知した際、バックアップ機であっ

た３号及び１号発電機が順次起動したが、各清水ポンプ起動タイマー

の作動不良により、同清水ポンプが起動しなかったため、ＡＣＢが投

入されず、電源が喪失したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・機関長は、入港した港において定期的に発電機原動機を無負荷状

態とし、電圧調整を行うこと。 

 ・機関長は、入港に先立ち、発電機原動機を並列運転する際、定期

的に手動操作でバックアップ同原動機を運転した後、ＡＣＢを手

動投入して運航の安全を図ること。 

 


